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議案第４３号 

 

筑西市介護保険条例の一部改正について 

 

標記について次のとおり提出する。 

令和６年２月２８日 

筑西市長 須 藤   茂 

 

 

 

 

 

 

 

筑西市条例第   号 

 

筑西市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

筑西市介護保険条例（平成１７年条例第１０８号）の一部を次のように改正する。 

 

第５条第１項各号を次のように改める。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３８条第１項第１

号に掲げる者  ２６，２００円 

⑵ 令第３８条第１項第２号に掲げる者  ３９，４００円 

⑶ 令第３８条第１項第３号に掲げる者  ３９，７００円 

⑷ 令第３８条第１項第４号に掲げる者  ５１，８００円 

⑸ 令第３８条第１項第５号に掲げる者  ５７，６００円 

⑹ 令第３８条第１項第６号に掲げる者  ６９，１００円 

⑺ 令第３８条第１項第７号に掲げる者  ７４，８００円 

⑻ 令第３８条第１項第８号に掲げる者  ８６，４００円 

⑼ 令第３８条第１項第９号に掲げる者  ９７，９００円 
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⑽ 次のいずれかに該当する者  １０３，６００円 

ア 合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満の者であって、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 要保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者を

いう。以下同じ。）であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３８条第１項第１号イ（同号

イ⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１２号イに該当する者を除く。） 

 

第５条第１項に次の３号を加える。 

⑾ 次のいずれかに該当する者  １０９，４００円 

ア 合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満の者であって、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３８条第１項第１号イ（同号イ⑴に係

る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

⑿ 次のいずれかに該当する者  １１２，３００円 

ア 合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満の者であって、前各号のいずれにも該当し

ないもの 

イ 要保護者であって、その者が課せられる保険料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３８条第１項第１号イ（同号イ⑴に係

る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者  １１５，２００円 

 

第５条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「

１９，５００円」を「１７，２００円」に改め、同条第３項中「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に、「１９，５００円」を「１７，２００円」に、「３２，

４００円」を「２８，８００円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令

和６年度から令和８年度まで」に、「１９，５００円」を「１７，２００円」に、「４５，４００

円」を「３９，４００円」に改める。 

 

第７条第３項中「令第３９条第１項第１号イ」を「令第３８条第１項第１号イ」に、「、第５条



- 3 - 

第１項第６号イ、第７号イ、第８号イ又は第９号イ」を「、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、第９

号ロ、第５条第１項第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に、「令第３９条第１項第１号から

第５号まで又は第５条第１項第６号から第９号まで」を「令第３８条第１項第１号から第９号まで

又は第５条第１項第１０号から第１２号まで」に改める。 

 

附 則 

 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の筑西市介護保険条例第５条の規定は、令和６年度以後の年度分の保険

料率について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。 


